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わ
り
に

一　

は
じ
め
に

　

一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
わ
が
国
に
お
い
て
産
業
構
造
の
変
化
、
人
口
構
造
の
変
化
（
少
子
高
齢
化
）、
国
際
競
争
の
激
化
等
を
要
因
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二
四
〇
〇

と
し
た
働
き
方
（
雇
用
・
就
業
形
態
）
の
多
様
化
が
進
ん
だ
。
二
〇
〇
〇
年
半
ば
に
は
、
非
正
規
労
働
者
（
有
期
契
約
労
働
者
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
）
が
雇
用
者
の
三
分
の
一
を
超
え
る
に
至
り
、
今
後
、
わ
が
国
は
さ
ら
な
る
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
社
会
に

な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る）

1
（

。

　

こ
う
し
た
な
か
、
政
府
は
二
〇
一
六
年
六
月
二
日
の
閣
議
決
定
で
﹁
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
﹂
を
策
定
し
、
そ
の
最
大
の
チ
ャ
レ

ン
ジ
と
し
て
﹁
働
き
方
改
革
﹂
を
位
置
づ
け
て
い
る
。﹁
働
き
方
改
革
﹂
の
三
本
柱
は
、
①
同
一
労
働
同
一
賃
金
な
ど
非
正
規
雇
用
の
待
遇

改
善
、
②
長
時
間
労
働
の
是
正
、
③
高
齢
者
の
就
労
促
進
で
あ
る）

2
（

。
同
年
九
月
二
七
日
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
議
長
と
し
、
労
使
団
体
の

ト
ッ
プ
と
有
識
者
で
構
成
さ
れ
る
﹁
働
き
方
改
革
実
現
会
議
﹂
が
設
置
さ
れ
た
。
上
記
①
～
③
の
三
項
目
を
含
む
九
項
目
が
取
り
組
む
べ
き

テ
ー
マ
と
し
て
設
定
さ
れ
た
が
①
、
②
を
中
心
と
し
て
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。
二
〇
一
七
年
三
月
二
八
日
の
働
き
方
改
革
実
現
会
議
に
お
い

て
﹁
働
き
方
改
革
実
行
計
画
﹂
が
策
定
さ
れ
、
二
〇
二
六
年
ま
で
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
工
程
表
）
も
示
さ
れ
た）

3
（

。
そ
の
後
、﹁
働
き
方
改
革

を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
働
き
方
改
革
関
連
法
案
）
要
綱
﹂
に
関
す
る
労
働
政
策
審
議
会
の
答
申
を
踏
ま

え
て
、
厚
生
労
働
省
に
よ
り
同
法
案
が
作
成
さ
れ
、
次
期
国
会
に
提
出
さ
れ
る
予
定
で
あ
る）

4
（

。

　

同
法
案
は
、
過
労
死
等
の
原
因
と
な
る
長
時
間
労
働
の
是
正
を
図
る
た
め
に
、
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
導
入
等
の
労
働
時
間
に
関
す
る

制
度
の
見
直
し
（
労
働
基
準
法
（
労
基
法
））
と
と
も
に
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
普
及
促
進
等
（
労
働
時
間
等
設
定
改
善
法
）
や
、

産
業
医
・
産
業
保
健
機
能
の
強
化
（
労
働
安
全
衛
生
法
）
等
を
内
容
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
長
時
間
労
働
を
是
正
し
、

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
と
と
も
に
、
病
気
の
治
療
と
仕
事
の
両
立）

5
（

も
可
能
と
な
る
よ
う
な
職
場
に
お
け
る
健
康
確
保
・
傷
病
予
防

の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
職
場
に
お
け
る
健
康
確
保
・
傷
病
予
防
に
関
す
る
基
本
法
で
あ
る
労
働
安
全
衛
生
法
の
内
容
を
確
認
し
そ
の
課
題

を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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一

二　

労
働
安
全
衛
生
法
の
概
要（

（
（

１　

労
働
安
全
衛
生
法
の
特
徴

　

労
働
安
全
衛
生
法
（
労
安
衛
法
）
）
7
（

は
、
労
働
災
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
安
全
と
健
康
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り）

8
（

、
そ
の
手
法
と
し
て
、
危
害
（
危
険
・
健
康
障
害
）

防
止
基
準
の
確
立
、
事
業
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
に
関
す
る
責
任
体
制
の
明
確
化
、
企
業
の
自
主
的
な
安
全
衛
生
活
動
の
促
進
措
置
に
関
す

る
総
合
的
な
施
策
を
定
め
て
い
る
（
一
条
））

9
（

。
労
安
衛
法
は
、労
基
法
と
一
体
的
に
運
用
さ
れ
（
労
基
法
四
二
条
、労
安
衛
法
一
条
、昭
四
七
・

九
・
一
八
基
発
九
一
号
）、
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
事
業
ま
た
は
事
務
所
を
除
き
、
原
則
と
し
て
労
働
者
（
労
基
法
九
条
に
規
定
す

る
労
働
者
。
二
条
二
号
）
を
使
用
す
る
全
事
業
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
ほ
か）
₁₀
（

、
事
業
者
（
事
業
を
行
う
者
で
、
労
働
者
を
使
用
す
る
者
。
二

条
三
号
）
以
外
の
者
を
も
義
務
主
体
と
し
て
労
働
災
害
の
防
止
を
図
っ
て
い
る
点）
₁₁
（

、
労
働
者
に
対
し
て
も
、
労
働
災
害
防
止
に
必
要
な
事
項

を
守
る
ほ
か
、
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
が
実
施
す
る
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
措
置
に
協
力
す
る
努
力
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
点
（
四

条
）
）
₁₂
（

に
特
徴
が
あ
る
。

　

一
方
で
、
行
政
機
関
（
国
）
は
、
労
働
災
害
の
未
然
防
止
の
た
め
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
り
労
働
災
害
防
止
計
画
を
策
定
す
る
（
六
条
）

ほ
か
、
①
建
設
物
等
の
設
置
等
に
関
す
る
計
画
の
届
出
に
よ
り
事
前
審
査
や
、
②
行
政
監
督）
₁₃
（

を
行
う
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
業
種
・
規
模
の
事
業
場
に
お
い
て
建
設
物
も
し
く
は
機
械
等
を
設
置
・
移
転
・
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
等
の

よ
う
に
、
危
険
性
の
高
い
工
事
等
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
事
前
に
労
働
基
準
監
督
署
長
（
一
定
の
場
合
に
は
、
厚
生
労

働
大
臣
）
に
届
け
出
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
労
働
基
準
監
督
署
長
（
一
定
の
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
あ
る
い
は
都
道
府
県
労
働
局
長
）

は
、
当
該
届
出
の
審
査
を
行
い
、
労
安
衛
法
に
違
反
し
て
い
る
場
合
に
は
工
事
も
し
く
は
仕
事
の
開
始
を
差
し
止
め
、
当
該
計
画
の
変
更
を
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二
四
〇
二

命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
八
八
条
、
八
九
条
、
八
九
条
の
二
）。

　

②
に
つ
い
て
は
、
労
安
衛
法
違
反
の
発
見
と
そ
の
是
正
を
目
的
と
し
て
お
り
、
労
安
衛
法
の
執
行
の
事
務
を
担
う
行
政
機
関
は
、
労
働
基

準
監
督
署
長
と
労
働
基
準
監
督
官
で
あ
る
（
九
〇
条
）。
労
働
基
準
監
督
官
は
、
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質
問
し
、
帳
簿
、
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
も
し
く
は
作
業
環
境
測
定
を
行
い
、
ま
た
は
検
査
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
無
償
で
製
品
、
原
材
料
も
し
く
は

器
具
を
収
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
立
入
検
査
の
権
限
（
行
政
上
の
権
限
）、
九
一
条
一
項
）。
ま
た
、
労
働
基
準
監
督
官
は
、
事
業
者
ま
た

は
労
働
者
に
対
し
て
必
要
な
事
項
を
報
告
さ
せ
、
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
（
一
〇
〇
条
三
項
）、
労
安
衛
法
違
反
の
罪
に
つ
い

て
刑
事
訴
訟
法
に
規
定
す
る
司
法
警
察
員
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
九
二
条
、
労
基
法
一
〇
二
条
参
照
）。
な
お
、
こ
れ
ら
の
権
限

を
行
使
す
る
際
に
は
、
労
働
基
準
監
督
官
は
、
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
九
一
条
三
項
）。

　

労
安
衛
法
の
違
反
に
つ
い
て
は
、
刑
罰
規
定
が
あ
り
（
一
一
五
条
の
二
～
一
二
三
条
）、
こ
れ
ら
も
労
基
法
上
の
罰
則
と
同
様
に
故
意
犯

で
あ
り
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
自
然
人
に
科
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
行
為
者
が
法
人
の
代
表
者
ま
た
は
法
人
も
し
く
は
人
の

代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
ま
た
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
一
一
六
条
、
一
一
七
条
、
一
一
九
条
、
一
二
〇
条
の
違

反
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
ま
た
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
が
科
さ
れ
る
（
一
二
二
条
、

両
罰
規
定
）。
な
お
、両
罰
規
定
に
つ
い
て
、事
業
者
が
違
反
防
止
に
必
要
な
措
置
を
し
た
場
合
に
は
免
責
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

労
安
衛
法
に
は
、
労
基
法
一
二
一
項
但
書
﹁
事
業
主
⋮
⋮
が
違
反
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な

い
﹂
の
よ
う
な
事
業
主
の
過
失
推
定
規
定
は
な
い
が
、
学
説
・
行
政
解
釈
に
よ
れ
ば
、
労
安
衛
法
一
二
二
条
は
過
失
前
提
規
定
な
い
し
過
失

推
定
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
事
業
者
（
法
人
の
場
合
は
そ
の
代
表
者
）
が
違
反
防
止
に
必
要
な
措
置
を
し
た
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
免

責
さ
れ
よ
う
。
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二
四
〇
三

２　

職
場
の
安
全
衛
生
管
理
体
制

　

労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
各
職
場
（
事
業
場
）
に
お
い
て
、
安
全
衛
生
管
理
体
制
を
整
備
し
、
自
主
的
な
安
全
衛
生
活
動
に
よ

る
労
災
防
止
の
取
組
み
が
重
要
で
あ
る
。
労
安
衛
法
は
第
三
章
に
安
全
衛
生
管
理
体
制
に
関
す
る
種
々
の
規
定
を
置
い
て
お
り
、
一
般
的
な

安
全
衛
生
管
理
組
織）
₁₄
（

と
し
て
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
（
一
〇
条
））
₁₅
（

、
安
全
管
理
者
（
一
一
条
））
₁₆
（

、
衛
生
管
理
者
（
一
二
条
））
₁₇
（

、
安
全
衛
生
推

進
者
／
衛
生
推
進
者
（
一
二
条
の
二
））
₁₈
（

、
産
業
医
（
一
三
条
）、
作
業
主
任
者
（
一
四
条
）
）
₁₉
（

が
あ
り
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
調
査
審
議
機
関
と

し
て
、
安
全
委
員
会
（
一
七
条
）、
衛
生
委
員
会
（
一
八
条
）、
安
全
衛
生
委
員
会
（
一
九
条
）
）
₂₀
（

が
あ
る
。
労
安
衛
法
は
、
こ
れ
ら
の
組
織
の

選
任
・
設
置
を
事
業
者
に
義
務
づ
け
て
い
る）
₂₁
（

。

　

な
か
で
も
、
産
業
医
は
、
事
業
場
に
お
け
る
労
働
者
の
健
康
管
理
を
的
確
か
つ
効
果
的
に
行
う
た
め
に
は
医
師
の
医
学
的
活
動
が
不
可
欠

で
あ
る
と
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
の
労
安
衛
法
の
制
定
に
よ
り
、
安
全
衛
生
管
理
組
織
の
一
つ
と
し
て
設
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
そ
の
役
割
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る）
₂₂
（

。

　

事
業
者
は
、
業
種
を
問
わ
ず
、
常
時
五
〇
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
ご
と
に
、
一
定
の
要
件
を
備
え
た
医
師
の
う
ち
か
ら
産

業
医
を
選
任
し
、
労
働
者
の
健
康
管
理
等
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
三
条
一
項
、
労
安
衛
令
五
条
））
₂₄
）（
₂₃
（

。
産
業
医
は
、
労
働

者
の
健
康
管
理
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
行
う
（
一
三
条
一
項
、
労
安
衛
則
一
四
条
一
項
））
₂₅
（

。
一
方
で
、
産
業
医
は
、
衛

生
委
員
会
の
必
要
構
成
員
で
あ
り
、
労
働
者
の
健
康
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
に
対
し
、
労
働
者
の
健
康

管
理
等
に
つ
い
て
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
（
一
三
条
三
項
）、
こ
の
勧
告
を
受
け
た
と
き
は
、
事
業
者
は
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
同
条
四
項
）。
加
え
て
、
事
業
者
は
、
産
業
医
が
勧
告
、
指
導
ま
た
は
助
言
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
産
業
医
に
対
し
、

解
任
そ
の
他
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
労
安
衛
則
一
四
条
四
項
）。

　

た
と
え
ば
、
自
律
神
経
失
調
症
で
休
職
中
の
労
働
者
が
、
復
職
の
た
め
会
社
の
産
業
医
と
面
談
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
発
言
に
よ
り
病
状
が
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二
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〇
四

悪
化
し
復
職
が
遅
れ
た
と
し
て
復
職
遅
延
分
の
逸
失
利
益
と
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
慰
謝
料
等
を
請
求
し
、
そ
の
一
部
が
認
容
さ
れ
た
裁
判

例
）
₂₆
（

が
あ
り
、
産
業
医
の
労
働
者
へ
の
適
切
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
応
等
、
労
働
者
の
健
康
確
保
の

た
め
に
、
働
き
方
改
革
関
連
法
案
に
お
い
て
も
、
事
業
者
か
ら
、
産
業
医
に
対
し
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
え
る
よ
う
必
要
な
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
産
業
医
・
産
業
保
健
機
能
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
。

３　

労
働
者
の
危
険
・
健
康
障
害
の
防
止
の
仕
組
み

　

労
安
衛
法
で
は
第
四
章
に
労
働
者
の
危
険
・
健
康
障
害
防
止
措
置
（
危
害
防
止
措
置
）
に
関
す
る
規
定
を
置
き
、
事
業
者
に
対
す
る
一
般

的
な
義
務
と
と
も
に
、
事
業
者
以
外
の
者
に
対
す
る
一
定
の
措
置
義
務
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
労
安
衛
法
は
、
第
五
章
に
機
械
等
お

よ
び
危
険
物
・
有
害
物
に
関
す
る
規
制
を
定
め
、
機
械
等
の
使
用
前
の
製
造
・
流
通
段
階
を
も
規
制
対
象
と
し
て
安
全
確
保
を
図
っ
て
い
る
。

　

事
業
者
に
対
す
る
一
般
的
な
義
務
と
し
て
、
労
働
災
害
防
止
の
た
め
に
、
事
業
者
に
対
し
て
、
①
機
械
・
器
具
そ
の
他
の
設
備
、
爆
発
性
・

発
火
性
・
引
火
性
の
物
等
お
よ
び
電
気
・
熱
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
危
険
に
つ
い
て
の
危
害
防
止
の
措
置
義
務
（
二
〇
条
）、
②
掘
削
・

採
石
・
荷
役
・
伐
木
等
の
業
務
に
お
け
る
作
業
方
法
に
よ
る
危
険
に
つ
い
て
の
危
害
防
止
の
措
置
義
務
（
二
一
条
一
項
）、
③
墜
落
・
土
砂

等
の
崩
壊
の
危
険
に
つ
い
て
の
危
害
防
止
の
措
置
義
務
（
二
一
条
二
項
）、
④
ガ
ス
・
粉
じ
ん
、
放
射
線
・
高
温
、
計
器
監
視
・
精
密
工
作

等
の
作
業
、
排
気
・
排
液
等
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
義
務
（
二
二
条
一
号
な
い
し
四
号
）、
⑤
建
設
物
・
作
業
場
の
換
気
・

採
光
・
照
明
・
保
温
等
に
つ
い
て
の
措
置
義
務
（
二
三
条
）、
⑥
労
働
者
の
作
業
行
動
か
ら
生
ず
る
労
働
災
害
の
防
止
措
置
義
務
（
二
四
条
）

を
課
し
て
い
る
。
加
え
て
、
事
業
者
は
、
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
あ
る
場
合
の
緊
急
避
難
措
置
や
建
設
業
に
お
け
る
二
次
災
害
防

止
の
た
め
の
措
置
を
と
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
（
二
五
条
、
二
五
条
の
二
）。

　

前
記
義
務
の
具
体
的
な
内
容
は
、
厚
生
労
働
省
令
に
定
め
ら
れ
て
お
り
（
二
七
条
一
項
）、
事
業
者
が
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
六
月
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以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
一
一
九
条
）。
な
お
、
事
業
者
は
、
上
記
の
最
低
基
準
と
し
て
の
危
害
防
止
基

準
を
遵
守
す
る
だ
け
で
な
く
、
建
設
物
、
設
備
、
作
業
等
の
危
険
性
・
有
害
性
等
を
調
査
し
、
必
要
な
低
減
措
置
を
行
う
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス

メ
ン
ト
の
実
施
）
努
力
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
労
安
衛
法
改
正
に
よ
る
二
八
条
の
二
）。

４　

労
働
者
に
対
す
る
安
全
衛
生
教
育
と
就
労
制
限
、
健
康
の
保
持
増
進
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成

　

労
安
衛
法
は
、
第
六
章
に
労
働
者
の
就
業
に
当
っ
て
の
措
置）
₂₇
（

、
第
七
章
に
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置）
₂₈
（

、
第
七
章
の
二
に
快
適
な
職

場
環
境
の
形
成
の
た
め
の
措
置
を
定
め
て
い
る
。
事
業
者
は
、
労
働
者
の
職
場
に
お
け
る
安
全
と
健
康
を
確
保
す
る
た
め
に
、
単
に
健
康
障

害
を
防
止
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
者
に
対
す
る
健
康
教
育
・
健
康
相
談
・
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
必
要
な

措
置
（
健
康
保
持
増
進
措
置
）
を
継
続
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
る
努
力
義
務
を
負
っ
て
い
る
（
六
九
条
一
項
）。
こ
う
し
た
事
業
者
の
健
康

保
持
増
進
活
動
は
、
ト
ー
タ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
（
Ｔ
Ｈ
Ｐ
）
と
呼
ば
れ
、
そ
の
基
本
的
な
進
め
方
に
つ
い
て
は
、

厚
生
労
働
大
臣
が
指
針
と
し
て
示
し
て
い
る
（
七
〇
条
の
二
）。
一
方
、
労
働
者
も
前
記
措
置
を
利
用
し
た
健
康
の
保
持
増
進
の
努
力
義
務

を
負
う
（
六
九
条
二
項
）。
そ
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
労
働
者
に
対
し
て
体
育
活
動
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
の
活
動
に
つ
い
て
便
宜
を
供

与
す
る
な
ど
必
要
な
措
置
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
七
〇
条
）。
こ
う
し
た
事
業
者
の
取
り
組
み
に
対
し
て
、
国
も
必
要
な

援
助
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
七
一
条
）。

　

ま
た
事
業
者
は
、
事
業
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
水
準
の
向
上
を
は
か
る
た
め
、
①
作
業
環
境
を
快
適
な
状
態
に
維
持
管
理
す
る
た
め
の

措
置
、
②
作
業
方
法
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
、
③
労
働
者
の
疲
労
を
回
復
す
る
た
め
の
施
設
・
設
備
の
設
置
・
整
備
等
の
措
置
を
継
続
的

か
つ
計
画
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
快
適
な
職
場
環
境
を
形
成
す
る
努
力
義
務
を
負
っ
て
い
る
（
七
一
条
の
二
）。
事
業
者
の
前
記
措
置
に

つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
針
を
公
表
し
（
七
一
条
の
三
）、
国
も
金
融
上
の
措
置
、
技
術
上
の
助
言
等
の
ほ
か
必
要
な
援
助
を
行
う
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二
四
〇
六

こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
七
一
条
の
四
）。

三　

労
働
者
の
健
康
診
断
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護

　

労
安
衛
法
は
、
第
七
章
に
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
健
康
診
断
に
よ
る
健
康
管
理
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
事
業
者
が

労
働
者
の
健
康
管
理
を
行
う
際
に
、
労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
健
康
情
報
の
取
扱
い
が
問
題
と
な
る）
₂₉
（

。

１　

事
業
者
が
実
施
す
べ
き
健
康
診
断

　

事
業
者
は
、
労
働
者
の
健
康
管
理
の
た
め
に
、
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
に
よ
る
次
の
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

一
般
健
康
診
断
（
定
期
健
康
診
断）
₃₀
（

な
ど
。
六
六
条
一
項
）、
特
殊
健
康
診
断
（
六
六
条
二
項
、
三
項
）、
臨
時
健
康
診
断
（
六
六
条
四
項
）
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
（
六
六
条
一
項
～
四
項
に
違
反
し
た
者
は
、
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
一
二
〇
条
）））
₃₁
（

。

　

こ
う
し
た
健
康
診
断
の
実
施
後
、
事
業
者
は
、
健
康
診
断
の
結
果
を
記
録
し
（
六
六
条
の
三
）、
そ
の
結
果
に
異
常
の
所
見
が
あ
る
場
合

に
は
、
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
六
六
条
の
四
）、
必
要
が
あ
れ
ば
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
勘

案
し
当
該
労
働
者
の
就
業
場
所
の
変
更
、
作
業
の
転
換
、
労
働
時
間
の
短
縮
、
深
夜
業
の
回
数
の
減
少
等
の
措
置
を
講
じ
る
ほ
か
、
当
該
医

師
ま
た
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
衛
生
委
員
会
も
し
く
は
安
全
衛
生
委
員
会
ま
た
は
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
に
報
告
す
る
な
ど
の
適
切

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
六
六
条
の
五
第
一
項
）。
ま
た
、事
業
者
は
、健
康
診
断
の
結
果
を
労
働
者
に
通
知
し
（
六
六
条
の
六
）、

特
に
健
康
の
保
持
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
労
働
者
に
対
し
て
は
医
師
ま
た
は
保
健
師
に
よ
る
保
健
指
導
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
六
六
条
の
七
）。
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２　

労
働
者
の
受
診
義
務
と
自
発
的
な
健
康
管
理

　

労
働
者
は
、
前
記
１
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
受
診
義
務
（
六
六
条
五
項
、
罰
則
な
し
）
を
負
い
、
ま
た
上
記
１
の
保
健
指
導
を
利
用
し

て
健
康
保
持
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
る
（
六
六
条
の
七
第
二
項
）。
も
っ
と
も
、
労
働
者
は
、
事
業
者
の
指
定
し
た
医
師
と
は
別
の
医
師
に

よ
る
健
康
診
断
を
受
け
、
そ
の
健
康
診
断
の
項
目
ご
と
に
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
を
事
業
者
に
提
出
す
れ
ば
、
当
該
事
業
者
が
行
う

健
康
診
断
を
受
け
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
六
六
条
五
項
但
書
、
労
安
衛
則
五
〇
条
、﹁
医
師
選
択
の
自
由
﹂）。

　

労
働
者
の
受
診
義
務
に
関
し
て
、
定
期
健
康
診
断
受
診
拒
否
に
よ
る
懲
戒
処
分
の
当
否
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例）
₃₂
（

、
安
衛
法
上
の
健
康
診

断
で
は
な
い
法
定
外
検
診
（
頸
肩
腕
症
候
群
の
長
期
罹
患
者
に
対
す
る
総
合
精
密
検
診
）
の
受
診
拒
否
に
よ
る
戒
告
処
分
の
当
否
が
争
わ
れ

た
裁
判
例）
₃₃
（

が
あ
る
。

３　

過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
の
防
止

　

近
年
、
長
時
間
労
働
等
の
過
重
労
働
に
よ
る
脳
血
管
疾
患
・
虚
血
性
心
疾
患
の
発
症
の
増
加
と
当
該
疾
患
（
疾
病
）
を
め
ぐ
る
紛
争
が
増

加
し
、
社
会
的
に
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
疾
病
の
予
防
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
（
二
次
健
康
診
断
等
給
付）
₃₄
（

、
面
接

指
導
）。

　

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
に
労
安
衛
法
が
改
正
さ
れ
、
長
時
間
労
働
者
に
対
す
る
面
接
指
導
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
面
接
指
導
と
は
、

﹁
休
憩
時
間
を
除
き
一
週
間
当
た
り
四
〇
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
た
時
間
が
一
月
当
り
一
〇
〇
時
間
を
超
え
、

か
つ
、
疲
労
の
蓄
積
が
認
め
ら
れ
る
者
（
労
働
者
）（
労
安
衛
則
五
二
条
の
二
第
一
項
）﹂
に
対
し
て
、
労
働
者
の
申
出
（
産
業
医
は
申
出
を

勧
奨
で
き
る
）
に
基
づ
き
（
労
安
衛
則
五
二
条
の
三
第
一
項
）、
医
師
に
よ
り
、
問
診
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
心
身
の
状
況
を
把
握
し
、

面
接
に
よ
り
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
で
あ
る
（
六
六
条
の
八
第
一
項
、
労
安
衛
則
五
二
条
の
四
）。
な
お
、
労
働
者
が
事
業
者
の
指
定
し
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志
社
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六
九
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三
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〇

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
職
場
に
お
け
る
健
康
確
保
・
傷
病
予
防
の
推
進

二
四
〇
八

た
医
師
が
行
う
面
接
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
場
合
に
は
、
別
の
医
師
に
よ
り
面
接
指
導
を
受
け
そ
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を

事
業
者
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
六
六
条
の
八
第
二
項
、
労
安
衛
則
五
二
条
の
五
）。

　

そ
の
（
面
接
指
導
の
）
結
果
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
は
記
録
し
（
六
六
条
の
八
第
三
項
、
労
安
衛
則
五
二
条
の
六
）、
労
働
者
の
健
康
保

持
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
医
師
の
意
見
を
聴
取
し
（
六
六
条
の
八
第
四
項
、
労
安
衛
則
五
二
条
の
七
）、
そ
の
医
師
の
意
見
を
勘

案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
実
情
を
考
慮
し
て
、
就
業
場
所
の
変
更
、
作
業
の
転
換
、
労
働
時
間
の
短
縮
、
深

夜
業
の
回
数
の
減
少
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
当
該
医
師
の
意
見
の
衛
生
委
員
会
若
し
く
は
安
全
衛
生
委
員
会
又
は
労
働
時
間
等
設
定
改

善
委
員
会
へ
の
報
告
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
六
六
条
の
八
第
五
項
）。

　

面
接
指
導
を
行
う
労
働
者
以
外
の
労
働
者
で
あ
っ
て
健
康
へ
の
配
慮
が
必
要
な
者
（
長
時
間
の
労
働
に
よ
り
、
疲
労
の
蓄
積
が
認
め
ら
れ

る
か
、
又
は
健
康
上
の
不
安
を
有
し
て
い
る
労
働
者
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
労
働
者
の
申
出
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
（
面
接
指
導
の

実
施
又
は
面
接
指
導
に
準
ず
る
措
置
）
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
六
六
条
の
九
、
労
安
衛
則
五
二

条
の
八
）。

４　

健
康
情
報
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護

　

健
康
診
断
の
結
果
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
（
人
格
権
）
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
情
報
保
護
法
に
い
う
個
人
情
報
に
も
該
当

す
る
。
も
っ
と
も
、
個
人
情
報
保
護
法
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
等
に
対
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
ル
ー
ル
を
定
め
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
含
む
個
人
の
権
利
利
益
の
侵
害
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
（
公
法
的
規
制
）、
同
法
違
反
に
よ
り
直

接
私
法
上
の
効
果
は
生
じ
な
い
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
の
不
法
行
為
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
）。
な
お
、
労
働
者
の
健
康
情
報
に
つ

い
て
は
、﹁
機
微
な
情
報
﹂（
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
・
デ
ー
タ
、
高
度
の
配
慮
を
要
す
る
情
報
、
二
〇
一
五
年
個
人
情
報
保
護
法
の
改
正
に
よ
れ
ば
、
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二
四
〇
九

﹁
病
歴
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
﹂
は
、
要
配
慮
個
人
情
報
と
さ
れ
る
（
同
法
二
条
三
項
））
と
し
て
厳
格
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
、﹁
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
通
則
編
）﹂（
平
成
二
八
年
一
一
月
個
人
情
報
保
護
委
員
会
）
お
よ
び
﹁
雇

用
管
理
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
う
ち
健
康
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
﹂（
平
成
二
九
・
五
・
二
九
基
発
〇
五
二
九
第

六
号
））
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
使
用
者
は
、
労
働
契
約
上
信
義
則
に
基
づ
き
健
康
配
慮
義
務
（
安
全
配
慮
義
務
）
を
負
っ
て
い
る
た
め
、
健
康
情
報
の
取
得

と
労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
上
の
健
康
診
断
（
法
定
健
康
診
断
）
の

結
果
は
、
労
働
者
の
同
意
が
な
く
と
も
取
得
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
（
前
記
﹁
留
意
事
項
﹂
参
照
）
特
に
問
題
と
な
ら
な
い
が
、

法
定
外
健
診
の
場
合
や
、
労
働
者
が
健
康
診
断
の
受
診
を
拒
否
し
た
場
合
に
問
題
と
な
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査

に
関
す
る
裁
判
例）
₃₅
（

が
あ
り
、
検
査
結
果
及
び
そ
の
告
知
に
関
し
て
は
慎
重
な
取
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
使
用
者
の
健
康

配
慮
義
務
が
縮
減
さ
れ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

四　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
概
要
と
課
題（

（（
（

１　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
概
要

⑴
　
労
働
安
全
衛
生
法
の
改
正

　

職
場
に
お
け
る
業
務
や
対
人
関
係
等
に
よ
る
心
理
的
負
荷
を
原
因
と
す
る
精
神
障
害
（
疾
患
）
の
罹
患
お
よ
び
そ
の
後
に
自
殺
に
い
た
る

事
例
も
増
加
し
て
お
り
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
充
実
・
強
化
を
図
る
た
め
、
医
師
又
は
保
健
師
に
よ
る
労
働
者
の
精
神
的
健
康
の
状
況

を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
を
事
業
者
に
義
務
づ
け
る
内
容
の
労
働
安
全
衛
生
法
の
改
正
法
案
が
二
〇
一
一
年
秋
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
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志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

三
八
二

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
職
場
に
お
け
る
健
康
確
保
・
傷
病
予
防
の
推
進

二
四
一
〇

二
〇
一
二
年
一
二
月
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
、
い
っ
た
ん
廃
案
と
な
り
、
二
〇
一
四
年
に
改
正
法
案
が
成
立
し
た
。

　

改
正
経
緯
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
に
公
表
さ
れ
た
厚
生
労
働
省
﹁
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

検
討
会
﹂
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
重
視
し
、
事
業
者
に
労
働
者
の
症
状
や
不
調
の
状
況
を
知
ら
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た

が
、
他
方
で
厚
生
労
働
省
の
労
働
政
策
審
議
会
安
全
衛
生
分
科
会
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
事
業
者
に
労
働
者
の
症
状
や
不
調
の
状
況
を
知
ら
せ

な
い
の
は
、
労
務
管
理
上
、
問
題
が
あ
る
、
と
の
異
論
が
出
た
た
め
、
事
業
者
に
一
定
程
度
、
関
与
さ
せ
る
方
法
、
す
な
わ
ち
、
企
業
が
実

施
す
る
職
場
の
定
期
健
康
診
断
で
職
場
に
起
因
す
る
ス
ト
レ
ス
を
調
べ
る
方
法
に
つ
い
て
、
医
師
が
専
門
医
と
の
面
接
が
必
要
と
診
断
し
た

場
合
、
希
望
す
る
労
働
者
が
事
業
者
に
申
し
出
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
労
働
政
策
審
議
会
の
建
議
を
経
て
、
二
〇
一

〇
（
平
成
二
二
）
年
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
策
定
さ
れ
、﹁
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
﹂、﹁
受
動
喫
煙
対
策
﹂、﹁
電

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
﹂
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
第
一
七
九
回
臨
時
国
会
に
提
出
さ
れ
、
継
続
審
議
の
結
果
、
第
一
八

一
回
臨
時
国
会
に
お
い
て
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
廃
案
と
な
り
、
あ
ら
た
め
て
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
（
平
成
二
六
年
法
律
第
八
二
号
。﹁
改
正
法
﹂）
が
提
出
さ
れ
、第
一
八
六
回
通
常
国
会
に
提
出
（
二
〇
一
四
年
三
月
一
三
日
）

さ
れ
、
六
月
一
九
日
に
可
決
成
立
（
六
月
二
五
日
に
公
布
）
さ
れ
た
。

　

い
わ
ゆ
る
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
は
、心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
等
（
第
六
六
条
の
一
〇
関
係
）
と
称
さ
れ
る
。

厚
生
労
働
省
﹁
労
働
者
健
康
状
況
調
査
﹂（
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
）
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
仕
事
や
職
業
生
活
に
関
す
る
こ
と
で
強
い

不
安
、
悩
み
、
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
労
働
者
の
割
合
は
六
〇
・
九
％
（
強
い
不
安
、
悩
み
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ

る
こ
と
の
内
容
（
複
数
回
答
）
は
、﹁
職
場
の
人
間
関
係
の
問
題
﹂（
四
一
・
三
％
）、﹁
仕
事
の
質
の
問
題
﹂（
三
三
・
一
％
）、﹁
仕
事
の
量

の
問
題
﹂（
三
〇
・
三
％
）
と
な
っ
て
い
る
）
で
あ
る
。
ま
た
同
調
査
に
よ
れ
ば
、
過
去
一
年
間
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
日
か
ら
平
成
二

四
年
一
〇
月
三
一
日
ま
で
）に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
よ
り
連
続
一
か
月
以
上
休
業
又
は
退
職
し
た
労
働
者
が
い
る
事
業
所
の
割
合
は
八
・
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一
％
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
平
成
二
五
年
度
、
過
労
や
い
じ
め
で
う
つ
病
な
ど
精
神
疾
患
を
発
症
し
た
と
し
て
労
災
申
請
し
た
人
数
は

一
四
〇
九
人
（
前
年
度
比
一
五
二
人
増
）
で
過
去
最
多
を
更
新
（
平
成
二
六
年
厚
生
労
働
省
記
者
発
表
）
し
て
い
る
。

　

裁
判
例
と
し
て
、
日
本
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
パ
ッ
カ
ー
ド
事
件
（
最
二
小
判
平
成
二
四
・
四
・
二
七
労
判
一
〇
五
五
号
五
頁
）
に
お
い
て
、
最

高
裁
は
、
精
神
的
な
不
調
の
た
め
に
欠
勤
を
続
け
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
に
対
す
る
無
断
欠
勤
を
理
由
と
す
る
諭
旨
退
職
処
分
を
無

効
と
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
労
働
者
に
対
し
て
は
、
精
神
科
医
に
よ
る
健
康
診
断
を
実
施
す
る
な
ど
し
た
上
で
、
そ
の
診
断
結
果
に
応
じ
て
、

必
要
な
場
合
は
治
療
を
進
め
た
上
で
休
職
等
の
処
分
を
検
討
し
、
そ
の
後
の
経
過
を
見
る
等
の
対
応
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
対

応
を
と
る
こ
と
な
く
、
諭
旨
退
職
の
懲
戒
処
分
の
措
置
を
と
る
こ
と
は
適
切
な
も
の
と
は
言
い
難
い
と
述
べ
る
も
の
や
、
東
芝
う
つ
解
雇
事

件
（
最
二
小
判
平
成
二
六
・
三
・
二
四
労
判
一
〇
九
四
号
二
二
頁
）
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
労
働
者
が
過
重
な
業
務
に
よ
っ
て
う
つ
病
を

発
症
し
増
悪
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
等
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
当
り
、
当
該
労
働
者

が
神
経
科
を
受
診
し
薬
の
処
方
を
受
け
て
い
た
こ
と
等
の
自
ら
の
精
神
的
健
康
に
関
す
る
情
報
を
申
告
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
過
失
相

殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
が
ま
さ
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑵
　
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
概
要

　

事
業
者
は
、
労
働
者
に
対
し
、
医
師
等
に
よ
る
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
第
六
六
条

の
一
〇
第
一
項
）、
同
検
査
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
当
該
検
査
を
行
っ
た
医
師
等
か
ら
当
該
検
査
の
結
果
が
通
知
さ
れ
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
師
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
検
査
を
受
け
た
労
働
者
の
同
意
を
得
な
い
で
、
当
該
労
働

者
の
検
査
の
結
果
を
事
業
者
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
（
同
条
第
二
項
）。
事
業
者
は
、
通
知
を
受
け
た
労
働
者
で
あ
っ
て
、
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心
理
的
な
負
担
の
程
度
が
労
働
者
の
健
康
の
保
持
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
医
師
に
よ
る
面
接
指
導

を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
申
出
を
し
た
労
働
者
に
対
し
、
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
労
働
者
が
当
該
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
不
利
益
な
取
扱

い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る（
同
条
第
三
項
）。
ま
た
事
業
者
は
、当
該
面
接
指
導
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず（
同

条
第
四
項
）、
当
該
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
師
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
第
五
項
）。
そ
し
て
事
業
者
は
、
当
該
医
師
の
意
見
を
勘
案
し
、

そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
実
情
を
考
慮
し
て
、
就
業
場
所
の
変
更
、
作
業
の
転
換
、
労
働
時
間
の
短
縮
、
深
夜

業
の
回
数
の
減
少
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
当
該
医
師
の
意
見
の
衛
生
委
員
会
若
し
く
は
安
全
衛
生
委
員
会
又
は
労
働
時
間
等
設
定
改
善

委
員
会
へ
の
報
告
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
第
六
項
）。

　

他
方
で
、厚
生
労
働
大
臣
は
、事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
し
（
同
条
第
七
項
）、

当
該
指
針
を
公
表
し
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
又
は
そ
の
団
体
に
対
し
、
当
該
指
針
に
関
し
必
要
な
指
導

等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
（
同
条
第
八
項
）。
ま
た
国
は
、
心
理
的
な
負
担
の
程
度
が
労
働
者
の
健
康
の
保
持
に
及
ぼ
す
影
響
に

関
す
る
医
師
等
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
通
知
さ
れ
た
検
査
の
結
果
を
利
用
す
る
労
働
者
に
対
す
る
健
康
相
談

の
実
施
そ
の
他
の
当
該
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
（
同
条
第
九
項
）、
当
該

検
査
ま
た
は
当
該
面
接
指
導
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
た
者
は
、
そ
の
実
施
に
関
し
て
知
り
得
た
労
働
者
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い

と
定
め
て
い
る
（
第
一
〇
四
条
）。
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⑶
　
検
討
課
題

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
（
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
・
面
接
指
導
）
に
つ
い
て
は
、
労
働

者
の
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
で
あ
り
、
労
働
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
未
然
に
防
止
す
る
一
次
予
防
（
労
働

者
の
ス
ト
レ
ス
の
程
度
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
自
身
の
ス
ト
レ
ス
へ
の
気
付
き
を
促
す
と
と
も
に
、（
集
団
分
析
に
よ
る
）
職

場
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
（
事
業
者
の
努
力
義
務
））
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
制
度
は
、
労
働
者
の
個
人
情
報
保
護
へ
の
配
慮
を
重
視
し
、
労
働
者
の
主
体
的
な
健
康
回
復
の
た
め
の
行
動
を
軸
に
し
た
枠
組
み
（
労
働

者
が
希
望
し
な
け
れ
ば
検
査
を
受
け
る
必
要
が
な
く
、
検
査
結
果
を
事
業
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
面
接
等
の
結
果
に
よ
る
不
利
益
取

扱
い
（
事
業
者
の
偏
見
等
に
基
づ
く
配
置
転
換
等
）
は
禁
止
さ
れ
る
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
①
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
の
妥
当
性
（
ス
ト
レ
ス
の
高
い
労
働
者
が
う
つ
病
の
リ
ス
ク
が
高
い
と
は
い
え
な
い
等
）、
②
労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す

る
配
慮
（
労
働
者
の
意
に
反
し
て
事
業
者
に
検
査
結
果
が
伝
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
や
、
事
業
者
の
偏
見
に
基
づ
く
不
利
益
取
扱
い

（
配
転
な
ど
）
へ
の
危
惧
な
ど
）
や
、
③
従
業
員
数
五
〇
人
未
満
の
事
業
場
（
努
力
義
務
）
へ
の
対
応
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
労
働
者
本
人
が
ど
の
程
度
の
ス
ト
レ
ス
（
心
理
的
負
荷
）
状
態
で
あ
る
か
を
自
覚
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
て
、

①
の
よ
う
な
批
判
も
あ
る
が
、
あ
る
ス
ト
レ
ス
が
必
ず
し
も
う
つ
病
の
リ
ス
ク
に
直
結
し
な
く
て
も
当
該
ス
ト
レ
ス
状
態
を
労
働
者
本
人
が

知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
②
に
つ
い
て
は
、
健
康
情
報
の
管
理
の
問
題
で
あ
り
、
個
人
情
報
保
護

法
が
改
正
さ
れ
、
健
康
情
報
は
要
配
慮
個
人
情
報
と
し
て
よ
り
厳
格
な
情
報
管
理
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
は
職
場
の

対
応
に
よ
り
解
決
で
き
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
③
に
つ
い
て
も
、
す
み
や
か
に
導
入
で
き
る
よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
概
要
を
確
認
し
た
後
、
労
働
者
の
健
康
診
断
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の

概
要
と
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
事
業
者
は
健
康
診
断
の
実
施
義
務
を
負
う
が
、
他
方
で
労
働
者
の
健
康
診
断
の
受
診
義
務
に
つ
い
て
は

一
定
の
場
合
を
除
い
て
強
制
的
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
現
行
法
に
お
い
て
は
、
健
康
状
態
の
把
握
は
労
働
者
自
身
に
任
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
活
習
慣
病
を
含
め
、
疾
病
が
発
症
し
て
か
ら
で
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
や

は
り
労
働
者
自
身
の
健
康
維
持
、
疾
病
予
防
の
こ
こ
ろ
が
け
が
大
切
で
あ
る
。
一
方
で
、
労
働
者
が
産
業
医
に
相
談
で
き
る
体
制
の
整
備
等
、

産
業
医
・
産
業
保
健
機
能
の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
。

　

厚
生
労
働
省
﹁
労
働
者
健
康
状
況
調
査
﹂（
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
）
に
よ
れ
ば
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
取
り
組
ん
で
い
る
事

業
所
の
割
合
は
四
七
・
二
％
で
、
事
業
所
規
模
別
に
み
る
と
、
三
〇
〇
人
以
上
の
規
模
で
九
割
を
超
え
て
い
る
（
取
組
内
容
（
複
数
回
答
）

は
、﹁
労
働
者
へ
の
教
育
研
修
・
情
報
提
供
﹂（
四
七
・
六
％
）、﹁
管
理
監
督
者
へ
の
教
育
研
修
・
情
報
提
供
﹂（
四
四
・
七
％
）、﹁
社
内
の

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
窓
口
の
設
置
﹂（
四
一
・
〇
％
）
と
な
っ
て
い
る
）。

　

他
方
で
、
厚
生
労
働
省
﹁
二
〇
一
六
年
労
働
安
全
衛
生
調
査
（
実
態
調
査
）﹂（
二
〇
一
七
年
九
月
七
日
発
表
）
に
よ
れ
ば
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
所
の
割
合
は
五
六
・
六
％
で
、
そ
の
う
ち
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
事
業
所
の
割
合
は
六
二
・
三

％
と
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
と
い
う）
₃₇
（

。
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
に
お
い
て
、
健
康
情
報
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
り
、
か
つ
要
配
慮
健

康
情
報
で
あ
る
た
め
、
労
働
者
自
身
の
ス
ト
レ
ス
の
気
付
き
、
ひ
い
て
は
疾
病
の
予
防
が
大
切
で
あ
り
、
他
方
で
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の

集
団
分
析
に
よ
り
職
場
環
境
の
改
善
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
1
）　

た
と
え
ば
、
菅
野
和
夫
﹃
労
働
法　

第
一
一
版
補
正
版
﹄（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
二
九
五
頁
参
照
。

（
2
）　

首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
﹁
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
﹂（
平
成
二
八
年
六
月
二
日
）（http://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/

）
参
照
。

（
3
）　

首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
﹁
働
き
方
改
革
実
行
計
画
﹂（
平
成
二
九
年
三
月
二
八
日
）
等
（http://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/

）
参
照
。

（
4
）　

厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
﹁
働
き
方
改
革
改
連
法
案
要
綱
﹂
の
答
申
（
平
成
二
九
年
九
月
一
五
日
）（http://w

w
w
.m

hlw
.go.jp/stf/houdou/0000177380.htm

l

）
参
照
。

（
5
）　

厚
生
労
働
省
﹁
事
業
場
に
お
け
る
治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
支
援
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂（
平
成
二
八
年
二
月
）（
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
﹁
治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
に
つ

い
て
﹂http://w

w
w
.m

hlw
.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.htm

l

）
参
照
。

（
6
）　

菅
野
・
前
掲
注
（
1
）
五
四
六
頁
以
下
の
ほ
か
、
保
原
喜
志
夫
＝
山
口
浩
一
郎
＝
西
村
健
一
郎
編
﹃
労
災
保
険
・
安
全
衛
生
の
す
べ
て
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）、
小
畑

史
子
﹁
労
働
安
全
衛
生
法
の
課
題
﹂
日
本
労
働
法
学
会
編
﹃
講
座
二
一
世
紀
の
労
働
法
第
七
巻　

健
康
・
安
全
と
家
庭
生
活
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
︱
一
八
頁
、
畠

中
信
夫
﹃
労
働
安
全
衛
生
法
の
は
な
し
︹
改
訂
版
︺﹄（
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
、
二
〇
〇
六
年
）、
水
島
郁
子
﹁
労
働
者
の
安
全
・
健
康
と
国
の
役
割
﹂
日
本
労
働
法
学
会

誌
一
〇
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
二
︱
八
九
頁
、
労
務
行
政
研
究
所
編
﹃
労
働
安
全
衛
生
法
﹄（
労
務
行
政
、
二
〇
一
七
年
）
等
参
照
。

（
7
）　

現
行
の
労
働
安
全
衛
生
法
制
に
関
す
る
中
心
的
な
法
律
で
あ
り
、
関
連
法
と
し
て
、
作
業
環
境
測
定
法
、
じ
ん
肺
法
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
な
ど
が
あ
る
。
安
全
衛
生

は
高
度
に
専
門
的
・
技
術
的
な
性
格
を
有
す
る
た
め
、
具
体
的
な
内
容
は
、
多
く
の
政
令
・
省
令
（
労
安
衛
法
施
行
令
（
労
安
衛
令
）、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
労
安
衛
則
）、

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
、
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
、
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
な
ど
）
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）　

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
の
労
安
衛
法
改
正
に
よ
り
、﹁
快
適
な
職
場
環
境
﹂
の
概
念
が
整
理
さ
れ
、
職
場
の
安
全
衛
生
水
準
の
向
上
の
た
め
に
は
作
業
環
境
の
み
な
ら
ず
、

労
働
者
が
従
事
す
る
作
業
や
職
場
で
使
用
す
る
施
設
・
設
備
等
を
含
め
て
職
場
環
境
全
体
を
快
適
な
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
9
）　

労
安
衛
法
は
、
技
術
革
新
・
合
理
化
の
進
展
に
よ
る
労
働
関
係
の
複
雑
化
（
た
と
え
ば
、
重
層
的
な
請
負
関
係
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
（
共
同
企
業
体
）、
建
設
機

械
の
リ
ー
ス
業
な
ど
）
や
、
機
械
設
備
の
大
型
化
・
新
た
な
有
害
原
材
料
の
使
用
等
に
よ
る
労
働
災
害
の
危
険
性
の
増
大
に
対
応
す
る
た
め
に
、
一
九
七
二
年
に
、
労
働
基
準

法
（
労
基
法
）
第
五
章
﹁
安
全
衛
生
﹂
に
代
え
て
、
労
働
安
全
衛
生
に
関
す
る
総
合
的
な
単
独
立
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

（
10
）　

た
だ
し
、
家
事
使
用
人
、
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る
船
員
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
（
国
公
附
則
一
六
条
。
行
政
執
行
法
人
（
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律

三
七
条
一
項
一
号
）
の
職
員
は
除
く
）
に
は
適
用
さ
れ
ず
、一
般
職
の
地
方
公
務
員
に
は
、労
安
衛
法
第
二
章
の
労
働
災
害
防
止
計
画
の
規
定
等
が
部
分
的
に
適
用
さ
れ
な
い
（
地

公
法
五
八
条
二
項
三
項
五
項
）。
ま
た
鉱
山
労
働
者
に
関
し
て
は
、
鉱
山
保
安
法
に
基
づ
く
鉱
山
の
保
安
に
関
す
る
規
定
（
二
条
二
項
お
よ
び
四
項
）
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、

労
安
衛
法
第
二
章
の
労
働
災
害
防
止
計
画
の
規
定
の
み
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
労
安
衛
法
一
一
五
条
一
項
）。

（
11
）　

事
業
者
は
、
労
安
衛
法
の
主
た
る
義
務
者
で
あ
り
、
法
人
企
業
で
あ
れ
ば
当
該
法
人
、
個
人
企
業
で
あ
れ
ば
事
業
経
営
者
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
労
基
法
上
の
義
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

三
八
八

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
職
場
に
お
け
る
健
康
確
保
・
傷
病
予
防
の
推
進

二
四
一
六

務
主
体
で
あ
っ
た
﹁
使
用
者
﹂
で
は
な
く
、
事
業
経
営
の
利
益
の
帰
属
主
体
そ
の
も
の
を
義
務
主
体
と
し
て
と
ら
え
、
労
安
衛
法
上
の
責
任
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
事
業
者
に
は
、
労
安
衛
法
で
定
め
る
最
低
基
準
を
遵
守
す
る
だ
け
で
な
く
、
快
適
な
職
場
環
境
の
実
現
と
労
働
条
件
の
改
善
、
ま
た
国
が
実
施
す
る
労
災
防
止
に
関
す
る

施
策
へ
の
協
力
が
求
め
ら
れ
る
（
三
条
一
項
）。

（
12
）　

機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
、
原
材
料
、
建
設
物
を
設
計
・
製
造
・
輸
入
ま
た
は
建
設
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
物
の
使
用
に
よ
る
労
災
発
生
の
防
止
に
関
す
る
努
力
義
務
を

負
う
（
同
条
二
項
）。
建
設
工
事
の
注
文
者
な
ど
仕
事
を
他
人
に
請
け
負
わ
せ
る
者
に
は
、
施
行
方
法
、
工
期
等
に
つ
い
て
、
安
全
で
衛
生
的
な
作
業
の
遂
行
を
損
な
う
お
そ

れ
の
あ
る
条
件
を
付
さ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
（
同
条
三
項
）。

（
13
）　

行
政
監
督
機
関
の
労
働
災
害
防
止
に
つ
い
て
の
監
督
権
限
の
不
行
使
に
基
づ
く
国
家
賠
償
責
任
が
問
わ
れ
た
事
案
と
し
て
、
大
東
マ
ン
ガ
ン
訴
訟
（
大
阪
地
判
昭
五
七
・
九
・

三
〇
判
時
〇
五
八
号
三
頁
（
肯
定
）、
大
阪
高
判
昭
六
〇
・
一
二
・
二
三
判
時
一
一
七
八
号
二
七
頁
（
否
定
））
が
あ
る
。
本
件
は
、
マ
ン
ガ
ン
製
錬
工
場
に
お
い
て
製
錬
作
業

に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
マ
ン
ガ
ン
中
毒
、
じ
ん
肺
に
罹
患
し
た
と
す
る
元
従
業
員
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
あ
る
が
、
控
訴
審
は
、
労
働
者
の
安
全
衛
生
、
労
働

災
害
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
が
第
一
次
的
か
つ
最
終
的
義
務
者
で
あ
り
、
労
働
基
準
監
督
機
関
は
、
使
用
者
の
義
務
履
行
を
後
見
的
に
監
督
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
権
限
行
使
は
、
行
政
官
庁
の
合
理
的
な
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
権
限
行
使
・
不
行
使
が
著
し
く
合
理
性
を
欠
く
場
合
、
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
、
当
該
事
業

場
に
つ
き
、
労
働
者
に
対
し
、
切
迫
し
た
重
大
な
危
険
の
発
生
が
予
想
さ
れ
、
労
働
基
準
監
機
関
の
監
督
権
限
行
使
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
は
、
危
険
の
発
生
を
防
止
で
き
ず
、

か
つ
、
右
権
限
の
行
使
に
よ
っ
て
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
に
、
右
監
督
機
関
が
右
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者
と
の
関
係
で

国
家
賠
償
法
上
違
法
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
国
の
規
制
権
限
の
不
行
使
と
国
家
賠
償
法
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
請
求
の
可
否
が
問
題
と
な
る
が
、
例
外
的
に
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
案
と
し
て
、
筑
豊
じ
ん
肺
訴

訟
（
最
三
小
判
平
一
六
・
四
・
二
七
民
集
五
八
巻
四
号
一
〇
三
二
頁
、
判
時
一
八
六
〇
号
三
四
頁
）
が
あ
る
。
本
件
は
、
通
商
産
業
大
臣
が
石
炭
鉱
山
に
お
け
る
じ
ん
肺
発
生

防
止
の
た
め
の
鉱
山
保
安
法
上
の
保
安
規
制
権
限
（
特
に
省
令
制
定
権
限
）
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
同
法
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
、
著
し
く
合
理
性
を
欠
く
も
の
で

あ
り
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
適
用
上
違
法
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
国
の
権
限
行
使
の
不
作
為
の
違
法
性
判
断
と
そ
の
基
準
：
裁
量
権
収
縮
の
理
論
、
裁
量
権
消
極

的
濫
用
論
等
）。
そ
の
ほ
か
、
大
阪
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
（
国
家
賠
償
請
求
に
つ
き
、
第
一
審
肯
定
、
控
訴
審
否
定
。
大
阪
地
判
平
二
二
・
五
・
一
九
判
時
二
〇
九
三
号
三
頁
、

大
阪
高
判
平
二
三
・
八
・
二
五
判
時
二
一
三
五
号
六
〇
頁
）
が
あ
る
。

（
14
）　

請
負
関
係
に
関
す
る
安
全
衛
生
管
理
組
織
と
し
て
、
一
つ
の
場
所
で
、
請
負
契
約
関
係
下
に
あ
る
複
数
の
事
業
者
が
混
在
し
て
事
業
を
行
う
場
合
の
安
全
衛
生
管
理
組
織
と

し
て
、
建
設
業
お
よ
び
造
船
業
の
場
合
に
は
、
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
（
一
五
条
）、
安
全
衛
生
責
任
者
（
一
六
条
）、
関
係
請
負
人
を
含
め
て
の
協
議
組
織
（
三
〇
条
）、
さ

ら
に
建
設
業
に
お
い
て
は
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
（
一
五
条
の
二
）、
店
社
安
全
管
理
者
（
一
五
条
の
三
）
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
建
設
業
、
造
船
業
、
そ
の
他
の
製
造
業
な
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労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
職
場
に
お
け
る
健
康
確
保
・
傷
病
予
防
の
推
進

同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

三
八
九

二
四
一
七

ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
元
請
、
下
請
、
孫
請
と
い
っ
た
重
層
的
な
請
負
契
約
関
係
に
あ
る
各
々
の
労
働
者
が
一
つ
の
場
所
で
混
在
し
て
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
指
揮
命
令

関
係
が
複
雑
に
な
る
た
め
、
労
働
災
害
が
生
じ
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
場
所
に
お
い
て
行
う
仕
事
の
一
部
を
下
請
に
請
け
負
わ
せ
て
、
仕
事
の
一
部
を
自
ら
行
う
事
業

者
の
う
ち
最
先
次
の
請
負
契
約
に
お
け
る
注
文
者
を
﹁
元
方
事
業
者
﹂
と
称
し
、
こ
の
元
方
事
業
者
に
、
関
係
請
負
人
（
下
請
労
働
者
の
使
用
者
（
事
業
者
）
で
あ
る
下
請
人
、

孫
請
人
な
ど
）
お
よ
び
そ
の
労
動
者
に
対
す
る
労
安
衛
法
の
遵
守
に
関
す
る
指
導
義
務
・
違
反
の
是
正
に
つ
い
て
の
指
示
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
（
二
九
条
一
項
、
二
項
）。

と
り
わ
け
建
設
業
お
よ
び
造
船
業
（
特
定
事
業
と
い
う
）
の
場
合
に
は
、
そ
の
元
方
事
業
者
を
﹁
特
定
元
方
事
業
者
﹂
と
称
し
て
区
別
し
、
こ
の
者
に
統
括
安
全
衛
生
責
任
者

の
選
任
義
務
を
課
し
（
一
五
条
）、
関
係
請
負
人
に
は
安
全
衛
生
責
任
者
の
選
任
義
務
を
課
す
と
と
も
に
（
一
六
条
）、
特
定
元
方
事
業
者
に
は
関
係
請
負
人
と
の
協
議
組
織
の

設
置
を
義
務
づ
け
る
な
ど
（
三
〇
条
、
労
安
衛
則
六
三
五
条
）、
特
定
元
方
事
業
者
と
関
係
請
負
人
と
の
連
携
に
よ
り
、
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
確
立
を
図
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
建
設
業
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
特
定
元
方
事
業
者
（
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
）
が
行
う
統
括
安
全
衛
生
管
理
の
う
ち
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
元
方
安
全
衛
生

管
理
者
（
一
五
条
の
二
）
お
よ
び
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
な
ど
の
選
任
を
要
し
な
い
中
小
規
模
の
建
設
現
場
に
お
け
る
統
括
安
全
衛
生
管
理
に
つ
い
て
、
現
場
所
長
、
安
全
担

当
者
に
対
し
て
指
導
・
援
助
を
行
う
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
（
一
五
条
の
三
）
を
選
任
す
る
よ
う
事
業
者
に
義
務
づ
け
、
労
災
防
止
の
実
効
性
を
高
め
て
い
る
。

（
15
）　

事
業
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
安
全
管
理
者
、
衛
生
管
理
者
を
指
揮
さ
せ
る
と
と
も
に
、
事
業
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
業
務
全
般
を
統
括
管
理

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
〇
条
一
項
）。
統
括
管
理
事
項
は
、
ⅰ
労
働
者
の
危
険
ま
た
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
、
ⅱ
労
動
者
の
安
全
衛
生
教
育
、
ⅲ
健
康

診
断
の
実
施
そ
の
他
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
、
ⅳ
労
働
災
害
の
原
因
の
調
査
お
よ
び
再
発
防
止
対
策
、
に
関
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
ⅴ
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務

で
あ
る
。
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る
者
（
一
〇
条
二
項
）
で
あ
り
、
工
場
長
、
作
業
所
長
、
支
店
長
な
ど
、
名

称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
そ
の
事
業
場
に
お
け
る
事
業
の
実
施
を
実
質
的
に
統
括
管
理
す
る
権
限
お
よ
び
責
任
を
有
す
る
者
で
あ
る
（
昭
四
七
・
九
・
一
八
基
発
第
六
〇
二
号
）。

（
16
）　

安
全
に
係
る
問
題
を
多
く
有
す
る
業
種
（
政
令
で
定
め
る
一
定
業
種
）
で
常
時
五
〇
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
場
で
は
、
事
業
者
は
、
産
業
安
全
の
実
務
経

験
の
あ
る
一
定
の
資
格
保
持
者
か
ら
安
全
管
理
者
を
選
任
し
、注
（
15
）
の
事
項
ⅰ
～
ⅴ
の
う
ち
安
全
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
一
条
一
項
）。

安
全
管
理
者
は
、
作
業
場
等
を
巡
視
し
、
設
備
、
作
業
方
法
等
に
危
険
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
ら
な
い
（
労
安
衛
則
六
条
一
項
）。

（
17
）　

常
時
五
〇
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
す
べ
て
の
事
業
場
で
は
、
事
業
者
は
、
一
定
の
資
格
保
持
者
（
業
種
の
区
分
に
応
じ
て
規
定
）
か
ら
、
使
用
す
る
労
働
者
数
に
応

じ
て
一
～
六
人
の
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
、注
（
15
）
の
事
項
ⅰ
～
ⅴ
の
う
ち
衛
生
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
二
条
一
項
、労
安
衛
則
七
条
）。

衛
生
管
理
者
は
、
少
な
く
と
も
毎
週
一
回
作
業
場
等
を
巡
視
し
、
設
備
、
作
業
方
法
ま
た
は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
労
安
衛
則
一
一
条
一
項
）。
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同
志
社
法
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六
九
巻
七
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三
九
〇

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
職
場
に
お
け
る
健
康
確
保
・
傷
病
予
防
の
推
進

二
四
一
八

（
18
）　

事
業
者
は
、
安
全
管
理
者
の
選
任
を
要
す
る
業
種
（
政
令
で
定
め
る
一
定
業
種
）
で
常
時
一
〇
人
以
上
五
〇
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
場
で
は
﹁
安
全
衛
生

推
進
者
﹂
を
、
そ
れ
以
外
の
業
種
で
常
時
一
〇
人
以
上
五
〇
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
場
で
は
﹁
衛
生
推
進
者
﹂
を
選
任
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
、
安
全
衛
生
に

か
か
る
業
務
（
注
（
15
）
の
事
項
ⅰ
～
ⅴ
）
を
担
当
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
衛
生
推
進
者
に
つ
い
て
は
、
衛
生
に
係
る
業
務
に
限
ら
れ
る
。
一
二
条
の
二
、
労
安
衛
則
一

二
条
の
二
）。
こ
れ
ら
は
、
安
全
管
理
者
や
衛
生
管
理
者
の
選
任
を
要
し
な
い
中
小
規
模
事
業
場
の
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
整
備
の
た
め
に
、
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
の

労
安
衛
法
の
改
正
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
。

（
19
）　

高
圧
室
内
作
業
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
用
い
て
行
う
金
属
の
溶
接
作
業
そ
の
他
危
険
性
・
有
害
性
の
高
い
作
業
（
労
安
衛
令
六
条
）
に
つ
い
て
、
事
業
者
は
、
都
道
府

県
労
働
局
長
の
免
許
を
受
け
た
者
な
ど
安
全
衛
生
に
関
す
る
有
資
格
者
を
作
業
主
任
と
し
て
選
任
し
、
そ
の
直
接
の
指
揮
の
も
と
に
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
一
四
条
）。

（
20
）　

事
業
場
に
お
い
て
、
安
全
衛
生
の
徹
底
を
期
す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
の
関
心
を
高
め
、
そ
の
意
見
を
安
全
衛
生
管
理
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

労
安
衛
法
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
労
災
防
止
の
基
本
的
対
策
、
労
災
の
再
発
防
止
対
策
な
ど
を
調
査
審
議
さ
せ
、
事
業
者
に
意
見
を
述
べ
る
機
関
と
し
て
、
労
働
者
の
参
加

す
る
安
全
委
員
会
、
衛
生
委
員
会
、
安
全
衛
生
委
員
会
を
設
置
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
（
一
七
～
一
九
条
）。

（
21
）　

違
反
し
た
事
業
者
に
は
、
罰
則
が
科
さ
れ
る
（
一
四
条
違
反
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
一
一
九
条
）、
一
〇
条
一
項
、
一
一
条
一
項
、
一
二

条
一
項
、
一
七
条
一
項
お
よ
び
一
八
条
一
項
違
反
は
、
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
一
二
〇
条
））。

（
22
）
厚
生
労
働
省
﹁
産
業
医
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
﹂（
平
成
二
八
年
一
二
月
）
参
照
。

（
23
）　

常
時
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
ま
た
は
一
定
の
有
害
な
業
務
（
労
基
則
一
八
条
等
）
に
常
時
五
〇
〇
人
以
上
の
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
事
業
場
の
場

合
に
は
、
専
属
の
産
業
医
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
労
安
衛
則
一
三
条
一
項
二
号
）。
さ
ら
に
、
常
時
三
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に
あ
っ
て
は
、
産

業
医
を
二
人
以
上
（
い
ず
れ
も
専
属
）
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
労
安
衛
則
一
三
条
一
項
三
号
）。

（
24
）　

常
時
五
〇
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
産
業
医
の
選
任
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
労
働
者
の
健
康
管
理
等
に
つ
い
て
十
分
に
整
備
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
の
労
安
衛
法
改
正
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
事
業
場
に
係
る
事
業
者
に
対
し
て
、
労
働
者
の
健
康
管
理
等
に
必
要
な
医
学

に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
医
師
や
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
事
業
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
健
師
に
よ
り
健
康
管
理
等
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
行
わ
せ
る
努
力
義
務
を
課

し
（
一
三
条
の
二
、
労
安
衛
則
一
五
条
の
二
）、
こ
れ
に
対
し
、
国
も
労
働
者
の
健
康
管
理
に
関
す
る
相
談
、
情
報
提
供
、
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
と
し
た
（
一
九

条
の
三
）。

（
25
）　

①
健
康
診
断
及
び
面
接
指
導
等
（
法
第
六
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
及
び
法
第
六
六
条
の
九
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
を
い
う
）
の
実
施
な
ら
び
に
こ
れ
ら
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六
九
巻
七
号�

三
九
一

二
四
一
九

の
結
果
に
基
づ
く
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
健
康
管
理
）、
②
作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
作
業
環
境
管
理
）、
③
作
業
の
管
理

に
関
す
る
こ
と
（
作
業
管
理
）、
④
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
健
康
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
措
置
、
衛
生

教
育
、労
働
者
の
健
康
障
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
）
で
あ
る
。
ま
た
、産
業
医
は
、少
な
く
と
も
毎
月
一
回
（
産
業
医
が
事
業
者
か
ら
、

毎
月
一
回
以
上
、
所
定
の
情
報
（
衛
生
管
理
者
が
行
う
巡
視
の
結
果
の
ほ
か
、
衛
生
委
員
会
等
の
審
議
を
経
て
事
業
者
が
産
業
医
に
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
）
の
提
供
を

受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
事
業
者
の
同
意
を
得
て
い
る
と
き
は
、
少
な
く
と
も
二
月
に
一
回
）
作
業
場
を
巡
視
し
、
作
業
方
法
又
は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る

と
き
は
、
直
ち
に
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
安
衛
則
第
一
五
条
一
項
）。

（
26
）　

大
阪
市
Ｋ
協
会
産
業
医
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
二
三
・
一
〇
・
二
五
労
経
速
二
一
二
八
号
三
頁
。

（
27
）　

事
業
者
は
、
労
働
者
に
対
し
て
、
そ
の
雇
入
れ
、
作
業
内
容
の
変
更
お
よ
び
一
定
の
危
険
・
有
害
業
務
へ
の
従
事
の
際
に
、
一
定
の
項
目
に
つ
い
て
安
全
衛
生
教
育
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
九
条
、
労
安
衛
則
三
五
条
～
三
九
条
）。
安
全
衛
生
教
育
は
、
労
働
災
害
の
防
止
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
あ
て
る
べ
き
時
間
に
つ

い
て
は
法
令
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
安
全
衛
生
教
育
は
、
災
害
防
止
の
た
め
に
事
業
者
の
責
任
で
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
実
施
に
要
す
る

時
間
は
労
働
時
間
と
解
さ
れ
る
。

（
28
）　

事
業
者
に
対
し
て
、
有
害
な
業
務
を
行
う
屋
内
作
業
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
作
業
場
（
労
安
衛
令
二
一
条
）
に
つ
い
て
の
作
業
環
境
測
定
・
結
果
の
記
録
・
評
価
義
務
（
六

五
条
、
六
五
条
の
二
）、
労
働
者
の
健
康
に
配
慮
し
た
作
業
の
適
切
な
管
理
を
す
る
努
力
義
務
（
六
五
条
の
三
）、
潜
水
業
務
そ
の
他
の
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
の
作
業
時
間
を
限
定
す
る
義
務
（
六
五
条
の
四
、
高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
（
高
気
圧
則
）
一
五
条
、
二
七
条
）、
健
康

診
断
の
実
施
等
の
義
務
（
六
六
条
）、
伝
染
性
の
疾
病
等
に
か
か
っ
た
労
働
者
の
就
業
禁
止
（
労
安
衛
則
六
一
条
一
項
、
た
だ
し
、
就
業
禁
止
に
際
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

産
業
医
そ
の
他
専
門
の
医
師
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
労
安
衛
則
六
一
条
二
項
））
お
よ
び
高
気
圧
業
務
そ
の
他
特
定
の
業
務
へ
の
就
業
禁
止
（
高
気
圧
則
四
一
条
、

鉛
中
毒
予
防
規
則
五
七
条
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
二
六
条
）
義
務
（
六
八
条
）
を
課
し
て
い
る
。
な
お
、
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
が
ん
そ
の
他
重
度
の
健
康
障
害

を
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
に
従
事
し
た
労
働
者
に
対
し
て
、
離
職
の
際
に
ま
た
は
離
職
後
に
当
該
業
務
に
係
る
健
康
管
理
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
六
七

条
）。

（
29
）　

健
康
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
中
嶋
士
元
也
﹁
健
康
情
報
の
処
理
過
程
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
﹂
季
労
二
〇
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
︱
一
二
頁
・
保
原
喜
志
夫
﹁
労
働

者
の
健
康
情
報
の
管
理
に
つ
い
て｣

同
一
三
︱
二
〇
頁
、
砂
押
以
久
子
﹁
労
働
者
の
健
康
情
報
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
﹂
同
二
一
︱
五
〇
頁
、
砂
押
以
久
子
﹁
近
時
の
法
改
正
と
労

働
者
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
﹂
季
労
二
五
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
三
九
︱
一
六
四
頁
参
照
。

（
30
）　

定
期
健
康
診
断
の
診
断
項
目
（
労
安
衛
則
四
四
条
一
項
）
と
し
て
、
三
五
歳
未
満
の
者
お
よ
び
三
六
～
三
九
歳
の
者
の
場
合
に
は
、
①
既
往
歴
お
よ
び
業
務
歴
の
調
査
、
②
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志
社
法
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六
九
巻
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三
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労
働
安
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衛
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保
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予
防
の
推
進

二
四
二
〇

自
覚
症
状
お
よ
び
多
覚
症
状
の
有
無
、
③
身
長
、
体
重
、
視
力
、
聴
力
、
④
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
お
よ
び
か
く
た
ん
検
査
、
⑤
血
圧
測
定
、
⑥
尿
検
査
（
糖
、
蛋
白
）、
三

五
歳
の
者
及
び
四
〇
歳
以
上
の
者
の
場
合
に
は
、
上
記
①
～
⑥
に
加
え
て
、
⑦
貧
血
検
査
、
⑧
肝
機
能
検
査
、
⑨
血
中
脂
質
検
査
、
⑩
心
電
図
検
査
、
⑪
空
腹
時
血
糖
値
で
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
糖
尿
病
や
内
臓
脂
肪
症
候
群
（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）
等
の
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
に
、
健
康
保
険
等
の
医
療
保
険
者
は
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）

年
四
月
か
ら
高
齢
者
医
療
確
保
法
に
基
づ
き
、
加
入
者
で
あ
る
四
〇
～
七
四
歳
の
被
保
険
者
お
よ
び
被
扶
養
者
に
対
す
る
特
定
健
康
診
査
（
二
〇
条
）
と
特
定
保
健
指
導
（
二

四
条
）
の
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
腹
囲
の
計
測
や
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
・
血
清
尿
酸
値
の
測
定
が
健
診
項
目
と
し
て
追
加
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）　

一
般
健
康
診
断
と
は
、
労
働
者
の
雇
入
れ
時
（
労
安
衛
則
四
三
条
）
と
定
期
（
年
一
回
）（
同
則
四
四
条
）
の
健
康
診
断
、
鉛
業
務
等
の
有
害
業
務
や
深
夜
業
を
含
む
業
務

な
ど
（
同
則
一
三
条
一
項
二
号
）
に
従
事
す
る
特
定
業
務
従
事
者
の
場
合
は
配
置
時
と
年
二
回
（
同
則
四
五
条
）
の
健
康
診
断
の
ほ
か
、
海
外
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
健
康
診

断
（
同
則
四
五
条
の
二
）、
給
食
従
事
員
の
検
便
（
同
四
七
条
）
を
い
う
。
ま
た
特
殊
健
康
診
断
と
は
、
政
令
で
定
め
る
一
定
の
有
害
業
務
（
圧
室
内
作
業
、
放
射
線
業
務
、

有
機
溶
剤
、
鉛
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
、
特
定
化
学
物
質
等
、
労
安
令
二
二
条
）
従
事
者
に
対
す
る
特
別
の
項
目
に
つ
い
て
の
健
康
診
断
で
あ
る
。
加
え
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長

が
労
働
者
の
健
康
保
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
た
と
き
に
実
施
を
指
示
す
る
臨
時
健
康
診
断
を
い
う
。

（
32
）　

愛
知
県
教
委
事
件
（
最
一
小
判
平
一
三
・
四
・
二
六
労
判
八
〇
四
号
一
五
頁
）。
本
件
は
、
市
教
育
委
員
会
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
教
職
員
定
期
健
康
診
断
の
一
環
と
し
て
結

核
の
有
無
に
関
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
間
接
撮
影
の
方
法
に
よ
る
検
査
（
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
）
に
つ
き
、市
立
中
学
校
の
教
諭
が
、同
校
校
長
の
五
回
に
わ
た
る
受
診
命
令
に
応
じ
ず
、

代
わ
り
に
保
健
所
で
か
く
た
ん
検
査
及
び
血
沈
検
査
を
受
け
、
異
常
な
し
と
の
結
果
を
報
告
し
た
た
め
、
当
該
地
方
公
務
員
法
二
九
条
一
項
一
号
、
二
号
に
該
当
す
る
と
し
て
、

当
該
教
育
委
員
会
に
よ
り
な
さ
れ
た
当
該
教
諭
に
対
す
る
減
額
処
分
（
懲
戒
処
分
）
の
当
否
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、﹁
市
町
村
立
中
学
校
の
教
諭
そ
の
他
の

職
員
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
六
六
条
五
項
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
が
行
う
定
期
の
健
康
診
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
当
該
健
康
診
断
に

お
い
て
行
な
わ
れ
る
結
核
の
有
無
に
関
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
に
つ
い
て
は
、
結
核
予
防
法
七
条
一
項
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
を
受
診
す
る
義
務
を
負
う
﹂
と
し
た
上
で
、﹁
市

町
村
立
中
学
校
の
教
諭
そ
の
他
の
職
員
は
、
そ
の
職
務
を
施
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
六
六
条
五
項
、
結
核
予
防
法
七
条
一
項
の
規
定
に
従
う
べ
き
で
あ
り
、

職
務
上
の
上
司
で
あ
る
当
該
中
学
校
の
校
長
は
、
当
該
中
学
校
に
所
属
す
る
教
諭
そ
の
他
の
職
員
に
対
し
、
職
務
上
の
命
令
と
し
て
、
結
核
の
有
無
に
関
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
検

査
を
受
診
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
し
、
か
く
た
ん
検
査
お
よ
び
血
沈
検
査
の
受
診
に
よ
っ
て
、
結
核
予
防
法
八
条
、
労
働
安
全
衛
生
法
六
六
条
五
項
た
だ
し

書
の
要
件
を
み
た
し
た
と
は
い
え
ず
、
ま
た
当
該
教
諭
が
当
時
エ
ッ
ク
ス
線
を
行
う
こ
と
が
相
当
で
な
い
身
体
状
態
な
い
し
健
康
状
態
に
あ
っ
た
な
ど
の
事
情
も
う
か
が
わ
れ

な
い
の
で
、校
長
が
行
っ
た
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
受
診
命
令
は
適
法
で
あ
る
。
当
該
教
諭
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
地
方
公
務
員
法
二
九
条
一
項
一
号
、二
号
に
該
当
す
る
、

と
判
示
し
て
い
る
。

（
33
）　

電
電
公
社
帯
広
局
事
件
（
最
一
小
判
昭
六
一
・
三
・
一
三
労
判
四
七
〇
号
六
頁
）。
最
高
裁
は
、﹁
公
社
就
業
規
則
及
び
健
康
管
理
規
程
の
内
容
は
、
公
社
職
員
が
労
働
契
約



（　
　
　
　

）

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
職
場
に
お
け
る
健
康
確
保
・
傷
病
予
防
の
推
進

同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

三
九
三

二
四
二
一

上
そ
の
労
働
力
の
処
分
を
公
社
に
委
ね
て
い
る
趣
旨
に
照
ら
し
、
合
理
的
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
職
員
の
健
康
管
理
上
の
義
務
は
、
公
社
と
公
社
職
員
と
の
間
の

労
働
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
﹂
お
り
、﹁
要
管
理
者
（
職
員
）
は
、
労
働
契
約
上
、
そ
の
内
容
の
合
理
性
な
い
し
相
当
性
が
肯
定
で
き
る
限
度
に
お
い
て
、
健
康
回
復
を
目
的

と
す
る
精
密
検
診
を
受
診
す
べ
き
旨
の
健
康
管
理
従
事
者
の
指
示
に
従
う
と
と
も
に
、
病
院
な
い
し
担
当
医
師
の
指
定
及
び
検
診
実
施
の
時
期
に
関
す
る
指
示
に
従
う
義
務
﹂

を
負
う
、
と
述
べ
、
戒
告
処
分
を
適
法
と
し
て
い
る
。

（
34
）　

労
災
保
険
法
の
二
次
健
康
診
断
等
給
付
は
、
労
安
衛
法
六
六
条
一
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
ま
た
は
当
該
健
康
診
断
に
係
る
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
健
康
診
断
の
う
ち

直
近
の
も
の
（
一
次
健
康
診
断
）
に
お
い
て
、
血
圧
検
査
、
血
液
検
査
そ
の
他
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
脳
血
管
疾
患
及
び
心
臓
疾
患
の
発
生
に
か
か
わ
る
身
体
の
状
態
に
関
す

る
検
査
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
を
受
け
た
労
働
者
が
そ
の
い
ず
れ
の
項
目
に
も
異
常
の
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ

れ
た
と
き
に
、当
該
労
働
者（
当
該
一
次
健
康
診
断
の
結
果
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
既
に
脳
血
管
疾
患
又
は
心
臓
疾
患
の
症
状
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
）に
対
し
、

そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
労
災
保
険
法
二
六
条
一
項
）。

（
35
）　

裁
判
例
と
し
て
、
従
業
員
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い
る
こ
と
を
使
用
者
が
本
人
に
告
知
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
使
用
者
は
被
用
者
に
対
し
、
雇
用
契
約
上
の
付
随
義
務
と
し

て
被
用
者
の
職
場
に
お
け
る
健
康
に
配
慮
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
、
使
用
者
が
疾
病
に
罹
患
し
た
被
用
者
に
こ
の
疾
病
を
告
知
す
る
こ
と
は
、
特
段
の
事
情
の
あ
る

場
合
に
は
、
使
用
者
の
右
告
知
は
許
さ
れ
な
い
し
、
こ
の
告
知
を
す
る
こ
と
が
著
し
く
社
会
的
相
当
性
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
の
告
知
は
違
法
と
な
り
、

こ
れ
を
し
た
使
用
者
は
当
該
被
用
者
に
対
し
人
格
権
侵
害
の
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
し
、
本
件
の
場
合
、
告
知
の
態
様
等
か
ら
使
用
者
に
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
た
Ｈ

Ｉ
Ｖ
感
染
者
解
雇
事
件
（
東
京
地
判
平
七
・
三
・
三
〇
判
時
一
五
二
九
号
四
二
頁
）
が
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
株
式
会
社
（
被
告
Ａ
）
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
で
あ

る
原
告
が
、
被
告
Ｂ
の
経
営
す
る
病
院
で
被
告
Ａ
の
定
期
健
康
診
断
を
受
け
た
際
、
原
告
に
無
断
で
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査
（
本
件
検
査
）
の
依
頼
を
し
、
検
査
結
果
票
を
受
け
取

る
等
の
行
為
が
、
被
告
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
原
告
に
無
断
で
本
件
検
査
を
行
い
、
検
査
結
果
票
を
被
告
Ａ
に
交
付
す
る
等
の
行
為
が
、
原
告
の
情
報
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
侵
害
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
多
大
な
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た
と
主
張
し
て
、
慰
謝
料
の
支
払
等
を
求
め
た
事
案
が
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
被
告
Ａ
が
、
合
理

的
か
つ
客
観
的
な
必
要
性
も
な
く
、
か
え
っ
て
、
新
規
に
雇
用
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
従
業
員
に
つ
い
て
の
み
検
査
を
実
施
し
、
陽
性
で
あ
っ
た
場
合
に
は
こ
れ
を
会
社
か
ら
事
実

上
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
下
に
、
原
告
に
無
断
で
本
件
検
査
を
依
頼
し
、
検
査
結
果
票
を
受
け
取
っ
た
行
為
は
、
従
業
員
に
つ
い
て
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
に
関
す
る
個
人
情
報
を

取
得
し
、
あ
る
い
は
取
得
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
に
違
反
し
、
原
告
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
不
当
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
等
と
し
て
、
請
求
の
一
部
を
認
容

し
た
（
Ｔ
工
業
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
解
雇
）
事
件
（
千
葉
地
判
平
一
二
・
六
・
一
二
労
判
七
八
五
号
一
〇
頁
））。
ま
た
、
個
人
情
報
保
護
法
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
、
労
働
者
の
Ｈ

Ｉ
Ｖ
情
報
の
企
業
内
で
の
共
有
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
不
法
行
為
に
あ
た
る
と
判
断
さ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
、
社
会
医
療
法
人
天
人
会
事
件
（
福
岡
高
判
平
二
七
・
一
・

二
九
労
判
一
一
一
二
号
五
頁
）
が
あ
る
。
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

三
九
四

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
職
場
に
お
け
る
健
康
確
保
・
傷
病
予
防
の
推
進

二
四
二
二

（
36
）　

厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
﹁
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
等
の
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
過
重
労
働
対
策
等
﹂（http://w

w
w
.m

hlw
.go.jp/bunya/roudoukijun/

anzeneisei12/

）
の
ほ
か
、
小
畑
史
子
﹁
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
の
考
察
﹂
季
労
二
四
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
︱
一
二
頁
、
水
島
郁
子
﹁
職
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
実
務
の

方
向
性
︱
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
を
契
機
と
し
て
﹂
季
労
二
五
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
︱
一
〇
頁
、
鈴
木
俊
晴
﹁
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
意
義
と
問
題
点
﹂
季
労

二
五
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
︱
二
七
頁
、
玉
木
一
成
﹁
労
働
者
側
か
ら
見
た
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
課
題
﹂
季
労
二
五
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
八
︱
三
九
頁
、
岡
村
光

男
﹁
使
用
者
側
か
ら
見
た
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
課
題
﹂
季
労
二
五
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
〇
︱
五
八
頁
、
鈴
木
俊
晴
﹁
労
働
安
全
衛
生
法
の
下
に
お
け
る
労
働
者
の
健
康

確
保
・
傷
病
予
防
に
係
る
事
業
者
の
責
務
︱
平
成
二
六
年
の
法
改
正
を
中
心
に
﹂
日
本
労
働
研
究
雑
誌
六
八
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
一
頁
等
参
照
。

（
37
）　

労
働
法
令
通
信
二
四
六
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
七
︱
三
一
頁
参
照
。


